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第１章 人口ビジョン 
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Ⅰ．目 的 

 

我が国の人口減尐は平成 20（2008）年に始まり、今後は若年人口の減尐と老年人口の増加が加

速度的に進行し、2040 年代には毎年 100 万人程度が減尐すると推計されています。特に、生産年

齢人口の減尐による経済規模の縮小、老年人口の増加による社会保障費の増加など、人口減尐は

経済社会に大きな影響を及ぼします。 

こうした状況を踏まえ、平成 26（2014）年 11月、国は人口減尐社会を克服し、将来にわたって

活力ある日本社会を維持していくために「まち・ひと・しごと創生法」を制定し、同年 12月には

「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を閣議決定

しました。 

これを受けて本市においても、人口減尐の克服と将来に向けた持続的発展のため、「五泉市ま

ち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略」を策定しました。 

第１章「人口ビジョン」においては、人口の推移とその背景分析を踏まえて将来の姿を示し、

人口減尐問題に関して市民と認識の共有化を図るとともに、今後の本市の取り組むべき方向性を

提示することを目的としています。 

   

 

Ⅱ．人口ビジョンの対象期間 

 

国が示す人口ビジョンの目標年は、平成 72（2060）年としています。本市の人口ビジョンにお

いても、これに合わせて平成 22（2010）年の人口を基準とし、平成 72（2060）年までの 50年を

対象期間とします。 
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Ⅲ．人口の現状分析 －人口動向分析－ 

 

１．人口の推移 

近年の本市の人口は、昭和 35（1960）年以降、昭和 60（1985）年に人口が 62,781 人と最も多

くなりましたが、以降は減尐しています。今後もこの傾向が続き、国立社会保障・人口問題研究

所（以降、「社人研」という。）の将来推計では、平成 52（2040）年には平成 22（2010）年（54,550

人）の７割弱にあたる 37,169人にまで減尐すると推計されています。 

若年女性の減尐と出生率低下により 14歳以下の年尐人口が減尐する一方で、平均寿命が延びて

いることにより 65歳以上の老年人口が増加し、平成７（1995）年には老年人口が年尐人口を上回

りました。老年人口は、その後も増加が続いていますが、平成 32（2020）年をピークに減尐傾向

に転じるものと推計されます。 

働く世代である生産年齢人口は、高度経済成長期の昭和 45（1970）年までは増加傾向にありま

したが、それ以降は減尐し続けており、平成 52（2040）年には平成 22（2010）年（32,480人）の

６割弱にあたる 18,605人にまで減尐すると推計されています。 
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図表-１ 総人口と年齢３区分別人口の推移 

※S35～H22は国勢調査より作成、H27以降は社人研推計値より作成 

※年齢丌詳人口は各年齢区分に比例配分した 

※年少人口：１４歳以下、生産年齢人口：15～64歳、老年人口：６５歳以上 
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２．自然増減と社会増減 

（１）出生・死亡数の推移 

人口の自然動態については、平成５（1993）年に出生数が死亡数を下回り、それ以降は平成６

（1994）年を除いて「自然減」の状態になっています。また、自然減の幅は年々拡大しています。 

出生数は出生率の低下や母親世代の人口減尐の影響で減尐を続けており、平成 26（2014）年に

は 300人を下回りました。昭和 63（1988）年の約 600人からの 26年間で半分にまで減尐したこと

になります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

子どもを出産する年齢層とされる 15～49歳女性の人口割合をみると、本市は全国平均や県平均

と同様に昭和 40（1965）年～45（1970）年をピークに減尐に転じています。特に本市は平成 22（2010）

年現在、17.9％と全国平均（21.1％）や県平均（19.0％）よりもその値が低く、今後もこの傾向

が続くものと予想されます。 
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図表-３  総人口に占める 15歳～49歳女性の人口割合の推移 

 

※S35～H22は国勢調査より作成、H27以降は社人研推計値より作成 

※新潟県の人口移動より作成 

図表-２  出生数と死亡数の推移 
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平成 25（2013）年の本市の合計特殊出生率は 1.35で、国（1.43）や県（1.44）より低くなって

います。平成 16（2004）年までは国や県を上回る値でしたが、それ以降は国や県の値が増加傾向

であるのに対して本市の値は増減を繰り返し、結果として横ばい状態となっています。 

 

図表-４  出生数と合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）転入・転出数の推移 

社会動態については、転出数が転入数を上回る転出超過（社会減）の状態が続きます。平成 26 

（2014）年では、転入が 893人、転出が 1,104人で 211人の転出超過となっています。 

転出数は年による変動はありますが、大きな傾向として昭和 61・62（1986・1987）年をピーク

に減尐傾向で推移し、平成 21～25（2009～2013）年には再度増加傾向となっています。 

転入数は平成６（1994）年をピークに、以降は減尐傾向へ転じ、その後は平成 20～22（2008～

2010）年と 24～25（2012～2013）年は増加傾向となっています。 

図表-５  転入数と転出数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※出生数は新潟県の人口移動より作成、合計特殊出生率は新潟県保健福祉年報より作成 

※合計特殊出生率：「15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、一人の 

女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する 

※新潟県の人口移動より作成 

※平成 17年以前は、合併前の旧市町間の転出・転入も含む 

全国の合計特殊出生率が 

過去最低の 1.26（Ｈ17） 
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３．人口移動の状況 

（１）年齢階級別人口移動の状況 

各年で、15～19歳、20～24歳、25～29歳の若年層が転出超過となっており、その中でも特に

20～24歳が他の年代よりも多くなっています。 

14 歳以下の子どもが転入超過である一方、その親世代である 30 代～40 代は転出超過の傾向

にあります。これにより、30～40 代は、単独で転出する場合と、家族（子ども）を伴って転入

する場合の２ケースがあることがうかがえます。 

一般的な定年退職前後の年代である 55～64歳は、毎年わずかに転入超過となっています。 
 

図表-６  年齢階級別人口移動の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）性別・県内外別・年齢階級別の移動の状況 

男性については、高校の卒業時期にあたる 15～19歳と、大学・短大・専門学校の卒業時期にあ

たる 20～24歳で転出超過が大きく、特に 20～24歳の転出超過が顕著となっています。 

女性についても、高校の卒業時期にあたる 15～19歳と、大学・短大・専門学校の卒業時期にあ

たる 20～24 歳で転出超過が大きく、加えて平均初婚年齢に該当する 25～29 歳の転出超過も男性

に比べて大きくなっています。 
 

図表-７  男性の年齢階級別移動数    図表-８  女性の年齢階級別移動数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※新潟県の人口移動より作成 

※住民基本台帳人口移動報告（H25）より作成 
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（３）県内の移動の状況 

本市から県内他市町村への移動状況をみると、転出超過は本市に隣接し多くの都市機能や就業

の場が整備されている新潟市への移動数が大部分を占めています。一方で、本市よりも山間地に

位置する阿賀町からの転入超過が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）県内・県外の移動の状況 

本市からの移動状況を県内・県外別にみると、県外への移動先では東京圏への転出超過が大き

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表-９  県内の移動数の推移 

図表-10  県内・県外の移動数の推移 

※新潟県の人口移動より作成 

※新潟県の人口移動より作成 
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31.1%

41.0%

50.0%

44.5%

35.7%

35.4%

51.1%

31.0%

34.9%

47.7%

28.2%

17.7%

24.5%

31.0%

36.9%

33.3%

50.0%

100.0%

56.8%

2.4%

5.2%

12.8%

3.8%

1.3%

10.1%

30.5%

2.6%

2.3%

3.9%

5.4%

10.0%

8.9%

7.1%

18.0%

16.1%

7.7%

24.6%

23.9%

26.4%

17.7%

6.7%

2.4%

3.5%

0.6%

7.7%

1.5%

1.9%

1.6%

9.5%

43.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

0～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～44歳

45～54歳

55～64歳

65～74歳

75歳以上

職 業 住 宅 学 業 家 族 戸 籍 その他

(n = 893)

(n = 174)

(n = 39)

(n = 130)

(n = 155)

(n = 129)

(n = 130)

(n = 45)

(n = 42)

(n = 12)

(n = 37)

 

（５）理由別移動数 

人口移動の主な理由としては、「職業」、「住宅」、「戸籍」の３要因があげられ、このうち「職業」

と「戸籍」は転出超過である一方で、「住宅」は転入超過となっています。 

転入数の多い 20～24 歳、25～29 歳、30～34 歳では、転入の理由で「職業」が最も多く、２番

目に多い理由は、20代前半では「戸籍」、20代後半と 30代前半では「住宅」となっています。 

転出の理由は全体で「職業」が最も多く、特に 20～24 歳では 70％以上を占めています。また

15～19歳では「学業」が 50％以上となっています。 

転出数が多い年代は 20 代～30 代であり、その理由をみると、20 代前半は「職業」が圧倒的に

多いのに対し、20代後半～30代前半は「職業」と「戸籍」が 35％～40％程度でほぼ同程度になっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

図表-11  人口移動の主な理由別状況 

 

H20 
（2008） 

H21 
（2009） 

H22 
（2010） 

H23 
（2011） 

H24 
（2012） 

H25 
（2013） 

H26 
（2014） 

合計 -328 146 -87 -198 -266 -260 -211 

職業 -154 -126 -62 -117 -144 -170 -135 

住宅 44 135 65 -22 31 79 32 

戸籍 -130 -84 -63 -61 -75 -79 -41 

 
 

図表-12  転入の理由別割合       図表-13  転出の理由別割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

移動の理由【転出入者の申告による】 

１.「職 業」…就業、転勤、求職、転職など職業関係及び出稼ぎ、出稼ぎ先からの帰郷による移動。 

２.「住 宅」…家屋の新築、公営住宅･借家への移転など住宅の都合による移動｡ 

３.「学 業」…就学、退学、転校など学業関係による移動（単身移動に限定）。 

４.「家 族」…移動の直接の原因となった者に伴って移動する家族の移動。 

５.「戸 籍」…結婚、離婚、養子縁組、復縁など戸籍関係による移動。 

※新潟県の人口移動より作成 

※新潟県の人口移動より作成 
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19.4%

72.2%

40.4%
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43.6%
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46.7%

6.1%

5.3%

55.6%
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2.2%

1.5%

0.6%

7.7%

38.9%

8.3%

1.3%

2.7%

3.8%

7.1%

1.9%

12.8%

10.3%

1.7%

18.3%

6.2%

6.9%

6.1%

38.6%

34.4%

23.4%

13.2%

5.1%

5.2%

2.7%

2.2%

1.3%

3.1%

1.3%

3.8%

5.1%

17.2%

51.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

0～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～44歳

45～54歳

55～64歳

65～74歳

75歳以上

職 業 住 宅 学 業 家 族 戸 籍 その他

(n = 1104)
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(n = 72)

(n = 230)

(n = 223)

(n = 131)

(n = 154)

(n = 53)

(n = 39)

(n = 29)

(n = 60)
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４．産業人口の状況 

（１）主要産業における年齢区分別の就業人口割合 

本市の就業者数は製造業が男女ともに最も多くなっています。次いで男性では建設業が多く、

女性では医療・福祉が多くなっています。基幹産業のひとつである農業は、男女合わせて 2,000

人以上が就業しています。 

本市の代表的な産業について、就業者の年齢構造をみると、農業の就業者は男女ともに 60％近

くが 60歳以上の高齢者となっており、40代以下の就業者は全体の 20％程度となっています。 

製造業は、男性就業者の各年齢層比率が 20％程度で比較的均等している一方で、女性は 30代ま

での若年層の比率が低く、50代の比率が 29％で最も高い状況です。 

 

図表-14  主な産業の年齢区分別の就業人口割合 
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4%
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10%

14%
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7%

7%
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22%

24%

20%

17%

30%

19%

22%

23%

25%

9%

11%

18%

27%

22%

23%

24%

29%

20%

22%

16%

24%

21%

23%

28%

22%

21%

29%

30%

19%

20%

18%

16%

23%

31%

29%

18%

18%

12%

11%

18%

8%

16%

13%

18%

6%

28%

27%

2%

3%

2%

3%

1%

1%

9%

6%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

農業（男）

農業（女）

建設業（男）

建設業（女）

製造業（男）

製造業（女）

運輸業，郵便業（男）

運輸業，郵便業（女）

卸売業，小売業（男）

卸売業，小売業（女）

医療，福祉（男）

医療，福祉（女）

15～29歳 30～39歳 40～49歳

50～59歳 60～69歳 70歳以上

(1300)

(859)

(2875)

(336)

(3651)

(3085)

(1115)

(140)

(1935)

(1953)

(567)

(2223)

※国勢調査（H22）より作成 
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（２）製造業の就業者数の内訳 

本市の製造業従業者のうち、繊維工業が約半分（47％）を占めており、県全体（7％）と比較し

ても特に多くなっています。 

また男女別就業者数をみると、繊維工業は女性就業者（1,583人）が男性就業者（897人）の２

倍近くあり、女性が中心の産業となっています。 

 

図表-15  製造業の従業者割合 

 

 

 

図表-16  五泉市の主な製造業の分類別従業者数 

  

※経済センサス基礎調査（H21）より作成 

※経済センサス基礎調査（H21）より作成 
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Ⅳ．将来人口の推計と分析 －将来人口推計を活用した分析－ 

 

１．社人研と創成会議の推計の比較 

社人研の推計及び日本創成会議（以降、「創成会議」という。）の推計を基に、人口の分析を行

います。 

 

図表-17 人口推計の概要 

パターン 推計方法 

パターン１ 

（社人研準拠） 

・主に平成 17（2005）年から 22（2010）年の人口の動向を勘案し、将

来の人口を推計。 

・移動率は、平成 17（2005）年から 22（2010）年の純移動率が、平成

27（2015）年から 32（2020）年までに定率で 0.5倍に縮小すると仮

定。 

パターン２ 

（創成会議準拠） 

・社人研推計（パターン１）をベースに、移動数が平成 22（2010）年

から 27（2015）年の推計値から縮小せずに、平成 47（2035）年から

52（2040）年まで概ね同水準で推移すると仮定。 

 
 

 

社人研（パターン１）と創成会議（パターン２）の推計の比較としては、パターン１の方が推

計値が大きく、平成 52（2040）年の将来推計人口に約２千人の差が生じます。 

 

図表-18 将来推計人口の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※推計詳細は、「『地方人口ビジョン』及び『地方版総合戦略』の策定に向けた人口動向分析・将来人口

推計について」（内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局）を参照。 

※パターン１は社人研推計値より作成、パターン２は創成会議推計値より作成 
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２．人口減少段階・人口減少状況の分析 

（１）人口減少段階の分析 

人口減尐は、一般的に下表の３つの段階を経て進行するとされています。 

全国の人口減尐段階は平成 52（2040）年に第２段階に入りますが、本市では平成 32（2020）年

に、また第２段階から第３段階へは、全国では平成 72（2060）年に入りますが、本市では平成 52

（2040）年に入ると推測されます。 

 

図表-19 人口減尐段階 

段階 傾向 

第１段階 老年人口の増加、生産年齢・年尐人口の減尐 

第２段階 老年人口の維持・微減（90％）、生産年齢・年尐人口の減尐 

第３段階 老年人口の減尐、生産年齢・年尐人口の減尐 

 

 

 

（２）人口減少状況の分析 

本市の総人口は平成 72（2060）年には平成 22（2010）年の半数以下（47％）となると推計され

ます。また、人口減尐は、全国と比べて 20年早く進行すると推計されます。 

 

図表-20 人口減尐段階（五泉市）       図表-21 人口減尐段階（全国） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「地方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」の策定に向けた人口動向分析・将来人口

推計について（内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局） 

※「人口の減少段階算出根拠」に基づき社人研推計値を利用して作成 

※五泉市、全国ともに H22の値を 100とした場合の指数 
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３．自然増減・社会増減に基づく将来人口のシミュレーション 

（１）パターン１をベースにした推移 

将来人口に影響を及ぼす自然増減や社会増減の影響度を分析するため、合計特殊出生率が 2.1

まで上昇した場合の人口推計と、合計特殊出生率が 2.1 まで上昇し、さらに人口移動が均衡した

場合の推計を行います。 

 

図表-22 シミュレーション１・２の推計方法 

パターン 推計方法 

シミュレーション１ 
パターン１をベースに、合計特殊出生率が 2.1 まで上昇したとし

た場合のシミュレーション 

シミュレーション２ 

合計特殊出生率が 2.1 まで上昇し、かつ人口移動が均衡した（転

入・転出数が同数となり移動がゼロとなる）とした場合のシミュ

レーション 

 

 

 

 

図表-23 シミュレーションによる将来人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※「地方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」の策定に向けた人口動向分析・将来人口推計につ

いて（内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局） 
 

※パターン１は社人研推計値より作成、シミュレーション１・２は社人研推計値を利用し、「シミュレ

ーション１・２の推計方法」に基づき作成 
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（２）パターン１をベースにした推移と影響度の分析 

シミュレーションの結果から、パターン１とシミュレーション１を比較し、将来人口に及ぼす

出生の影響度を分析します。また、シミュレーション１とシミュレーション２を比較することで、

将来人口に及ぼす移動の影響度を分析します。 

影響度はそれぞれ全国の分析結果を踏まえた以下の５段階で評価されます。 

本市の将来人口に及ぼす自然増減・社会増減の影響度はどちらも「３」となり、自然減・社会

減どちらの対策も人口減尐を食い止めるには有効です。 

 

 
 

 

 

図表-24 自然増減・社会増減の影響度 

分類 計算方法 
五泉市の 

影響度 

（参考） 

新潟県の 

影響度 

東京都の 

影響度 

自然増減の 

影響度 

シミュレーション 1の H52の推計人口：40,158 

パターン１の H52の推計人口    ：37,169 

40,158／37,169＝108％ 

3 3 3 

社会増減の 

影響度 

シミュレーション 2の H52の推計人口：44,338 

シミュレーション 1の H52の推計人口：40,158 

44,338／40,158＝110％ 

3 2 1 

 

 

  

 

「自然増減の影響度」 

（シミュレーション１の平成 52(2040)年の総人口／パターン１の平成 52(2040)年の総人口）

の数値に応じて、以下の 5段階に整理。 

「１」＝100％未満、「２」＝100～105％、「３」＝105～110％、 

「４」＝110～115％、「５」＝115%以上の増加 
 

「社会増減の影響度」 

（シミュレーション２の平成 52(2040)年の総人口／シミュレーション１の平成 52(2040)年の

総人口）の数値に応じて、以下の５段階に整理。 

「１」＝100％未満、「２」＝100～110％、「３」＝110～120％、 

「４」＝120～130％、「５」＝130%以上の増加 

※「地方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」の策定に向けた人口動向分析・将来人口推計につ

いて（内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局） 
 

※社人研推計値等を使用し、上記「自然増減の影響度」及び「社会増減の影響度」に基づき作成 
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４．人口構造の分析 

年齢３区分別人口ごとに平成 22年と平成 52年の人口増減率を算出すると、シミュレーション

１・２では、パターン１に比べ年尐人口の減尐割合が大幅に小さくなります。 
 

図表-25 シミュレーション別の人口 

  総人口 
年尐人口 生産年齢 

人口 
老年人口 

20～39歳 

女性   0～4歳 

H22 現状値 54,550 6,639 1,832 32,480 15,431 5,392 

H52 パターン１ 37,169 3,181 977 18,605 15,383 2,883 

  
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ１ 40,158 5,431 1,727 19,343 15,384 2,995 

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ２ 44,338 6,541 2,139 22,151 15,645 3,719 

パターン２ 35,181 2,865 855 17,238 15,078 2,411 

 

 

図表-26 シミュレーション別の人口増減率（H22→H52） 

  総人口 
年尐人口 生産年齢 

人口 
老年人口 

20～39歳 

女性   0～4歳 

パターン１ -31.9% -52.1% -46.7% -42.7% -0.3% -46.5% 

 
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ１ -26.4% -18.2% -5.7% -40.4% -0.3% -44.5% 

 
ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ２ -18.7% -1.5% 16.8% -31.8% 1.4% -31.0% 

パターン２ -35.5% -56.8% -53.3% -46.9% -2.3% -55.3% 

 

 

５．老年人口比率の変化 

老年人口比率に着目すると、パターン１では上昇を続け、平成 72（2060）年に 44.8％となりま

す。一方、シミュレーション１・２では、平成 32（2020）年頃から横ばい傾向になり、シミュレ

ーション１では平成 57（2045）年、シミュレーション２では平成 42（2030）年をピークに減尐に

転じます。 

図表-27 老年人口割合の推移（パターン１、シミュレーション１・２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※パターン１及びシミュレーション１・２は社人研推計値等より作成、パターン２は創成会議推計値より作成 

※図表中の数値は小数点以下を四捨五入しているため、総数と内訳の計が一致しない場合がある。 

 

※社人研推計値等より作成 

44.8%

36.7%

28.3%

32.1%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

H22
(2010)

H27
(2015)

H32
(2020)

H37
(2025)

H42
(2030)

H47
(2035)

H52
(2040)

H57
(2045)

H62
(2050)

H67
(2055)

H72
(2060)

パターン１

シミュレーション１

シミュレーション２

老
年
人
口
比
率 
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Ⅴ．将来展望に必要な調査・分析 

１．市民意識の分析・考察 －今後のまちづくりのための『市民アンケート』より－ 

■アンケート調査の概要 

 

◆アンケート調査の目的 

この調査は、五泉市『総合戦略』策定のための参考資料を得る目的で実施した。 

◆アンケート調査の概要 

○調査対象：平成 27年 4月 1日現在、満 18歳以上の五泉市民 

○発送数：3,000票 有効回収数：1,242票 有効回収率：41.4％ 

○配布・回収：郵送配付、郵送回収 

○調査期間：平成 27年 6月 2日～6月 14日 

 

 

■アンケート調査の結果 

（１）今後の人口施策について 

 

 

 

 

図表-28 今後の人口施策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「働く場を増やす」が 72.1％と最も多く、次いで「子育てがしやすいまちづくり」（53.5％）、

「若者に魅力のあるまちづくり」（50.4％）が多くなっており、若い世代への施策を重要視する人

が多いことがうかがえます。  

72.1%

53.5%

50.4%

29.7%

22.9%

19.8%

16.2%

10.9%

9.9%

2.7%

1.3%

働く場を増やす

子育てがしやすいまちづくり

若者に魅力のあるまちづくり

高齢者が安心して暮らせるまちづくり

公共交通を充実させる

移住定住者を増やす

コンパクトなまちづくり

行政サービスを見直す

観光客を増やす

その他

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

n=1,242

問 五泉市の人口予測を踏まえて、今後、どのようなことが必要だと思いますか？ 

  （３つまで〇） 
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（２）安定雇用の創出について 

 

 

図表-29 安定雇用の創出について 

 

 

 

 

 

 

 
 

「民間企業の誘致・育成」が 57.6％と最も多く、「既存の産業を活性化させるための支援」

（41.3％）、「起業・創業支援策の充実」（27.5％）が続きます。 

 

（３）定住施策について 

 

 
 

図表-30 定住施策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「子育て環境の充実」が 64.0％と最も多く、続いて「企業等における地方採用・就労の拡大」

（50.2％）、「高齢者が安心して暮らせる医療や福祉サービスの充実」（39.4％）となっています。 

なお、「子育て環境の充実」については、前述『（１）今後の人口施策について』においても「子

育てがしやすいまちづくり」が必要であるとの回答が 53.5％となっており、子育てへの施策を重

要視する人が多いことがうかがえます。 

 

 

57.6%

41.3%

27.5%

21.1%

14.5%

13.9%

8.9%

2.3%

3.1%

民間企業の誘致・育成

既存の産業を活性化させるための支援

起業・創業支援策の充実

雇用・就業支援策に関する情報提供

求人情報の提供

伝統産業の育成・担い手育成

職場体験（インターン）の充実

その他

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

n=1,242

64.0%

50.2%

39.4%

37.4%

20.5%

20.2%

19.9%

19.7%

3.7%

2.0%

安心して出産・育児ができるための子育て環境の充実

企業等における地方採用・就労の拡大

高齢者が安心して暮らせる医療や福祉サービスの充実

道路や鉄道等の交通網の整備

UIJターンによる居住者を増やすための情報発信

観光客を増やすための魅力ある観光地づくりや

ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑの受入れ

居住環境を充実するための家賃補助等の住宅支援

学生を増やすための高等教育機関や専門学校等の誘致

その他

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

n=1,242

問 五泉市で安定した雇用を創出するためには、何が重要だと思いますか？（２つまで〇） 

問 市外から五泉市に訪れてもらう、あるいは住んでもらうためには、何が重要だと思いま

すか？（３つまで〇） 
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（４）結婚・出産・子育て等施策について 

 

 

図表-31 結婚・出産・子育て等施策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「経済的支援の充実」（56.8％）、「医療体制の整備」（55.2％）がともに 50％を超えています。 

 

（５）他市町村との連携について 

 

 

 

図表-32 他市町村との連携について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７割の人は、「救急医療も含めた広域医療体制の確保」（70.0％）を重要視しています。次いで

「総合的な交通ネットワークの整備」（48.7％）、「市町村の枠を超えた観光振興やイベントの実施

による交流人口の拡大」（39.8％）となっています。 

70.0%

48.7%

39.8%

34.2%

31.8%

8.0%

6.9%

1.4%

4.3%

救急医療も含めた広域医療体制の確保

総合的な交通ネットワークの整備

市町村の枠を超えた観光振興やイベントの実施による

交流人口の拡大

大規模災害に備えた広域防災対策の推進

行政サービスの連携や共同での事業実施による

効率化・コスト縮減

温暖化対策や自然環境保全の推進

複数市町村にまたがる河川管理

その他

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

n=1,242

問 あなたは、若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえるためには、何が重要だと思

いますか？（３つまで〇） 

問 あなたは、五泉市以外の他市町村との連携において何が重要だと思いますか？ 

（３つまで〇） 

56.8%

55.2%

35.9%

31.0%

26.8%

25.8%

25.6%

8.4%

3.1%

3.1%

児童手当の増額や教育費の負担軽減等、

経済的支援の充実

安心して子どもを産み、育てることができる

医療体制の整備

保育園や託児所の設置数の増加や

利用時間の延長

男女の出会いの場の創出や

婚活セミナーの開催

企業の「育児時間・育児休業等」の

取り組みに対する支援

企業の労働時間の弾力化の取り組み

に対する支援の拡充

結婚夫婦への一定期間の住宅支援

妊娠・出産・育児に関する情報提供の拡充

その他

無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

n=1,242
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２．人口の変化が地域の将来に与える影響の分析・考察 

（１）財政状況への影響 

本市の財政規模は、平成 26（2014）年度（246億円）まで増加しています。 

今後は生産年齢人口の減尐による地方税（市税）の収入減と老年人口の増加による社会保障費

などの扶助費の支出増が予想されます。 

歳入のうち、本市自らの収入である自主財源（地方税、使用料・手数料、財産収入）の確保は、

今後さらに厳しくなると見込まれます。 

歳出のうち、扶助費・公債費など義務的経費は今後とも増加が予想されます。 

 

図表-33 財政状況【歳入（普通会計）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総務省市町村決算カード（H18～25）、H26 年度決算主要施策の説明書、平成 27 年度五

泉市歳入歳出予算書、新市建設計画財政計画（H28～36年度）より作成 

※自主財源：市の財源のうち、独自に調達できるもの。市税のほか、手数料・使用料・寄付金

など。 
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図表-34 財政状況【歳出（普通会計）】 

 

 

 

 

  

※総務省市町村決算カード（H18～25）、H26 年度決算主要施策の説明書、平成 27 年度五

泉市予算参考資料、新市建設計画財政計画（H28～36年度）より作成 
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本庁舎建替え、

下水道整備など総合会館

大規模改修、

道路整備など

47.5億円

 

（２）公共施設の維持管理費への影響 

公共施設は、総合会館が大規模改修の時期となる平成 30・31（2018・19）年、本庁舎が建替え

時期となる平成 52～54（2040～42）年の更新費用が大きくなる見込みとなっています。 

 
 

図表-35 公共施設の将来の更新費用の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

さらに道路・橋梁・上下水道のインフラ資産の更新費を加えると、年平均で倍以上の費用（47.5

億円）が必要となると見込まれます。 

 
 

図表-36 公共施設及びインフラ試算の将来の更新費用の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

※五泉市の公共施設の現状と更新費用の推計（平成 25年 11月）より作成 

※五泉市の公共施設の現状と更新費用の推計（平成 25年 11月）より作成 
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（３）小売店舗・買物環境の変化への影響 

本市の小売店舗数は減尐し、平成 24（2012）年現在は 10年前（平成 14：731件）の７割程度と

なっています。また、人口千人当たりの店舗数も同様に減尐しています。 

人口減尐による本市商圏人口の縮小とともに市内の小売店舗の撤退が続いており、消費者であ

る市民にとっての買物環境の低下が懸念されます。 

集落部の日用品販売店舗の減尐による買い物利便性の低下とともに、市街地にある旧来からの

中心市街地の活力低下や買い物利便性の低下も懸念されます。 
 

図表-37 五泉市小売店舗数と人口当り店舗数の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）公共交通の運営継続への影響 

市内の公共交通は、五泉地区と村松地区の市街地を連絡する「ふれあいバス」と、郊外と市街

地を結ぶ乗合タクシー「さくら号」が運行されています。 

主に自動車を運転しない高齢者や学生などの利用により、平成 26（2014）年度は延べ 17 万 4

千人程度が利用しています。 

高齢者の人口は、平成 32（2020）年までは増加、その後平成 52 年（2040 年）までは維持・微

減と見込まれており、高齢者のための移動手段の確保が懸念されます。 
 

図表-38 ふれあいバスと乗合タクシー「さくら号」の利用状況 
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Ⅵ．人口の将来展望 

１．人口の将来展望に向けた課題整理 

これまでの現況やアンケート結果などを踏まえ、本市における課題を、国の総合戦略におい

て示された４つの基本目標に沿って整理します。 

 

（１）地方における安定した雇用を創出する 

本市では農業や繊維産業が古くからの基幹産業として地域の産業を支えてきました。一方で、

職業を理由にした若者の転出超過傾向がみられます。 

今後の本市の活力再生のためには、地場産業である農業や繊維産業など市を代表する産業の

競争力強化をはじめ、民間企業の誘致・育成や起業・創業支援など本市の産業全体の振興を図

り、雇用環境の安定と市民の所得向上を目指す必要があります。 

 

（２）地方への新しいひとの流れをつくる 

本市の人口減尐の一因として、雇用・就業の場の不足とともに、若者にとって魅力的な都市

機能の不足により、これら都市的サービスが整備された都市部への転出超過が続いていること

があげられます。 

一方で、住宅を理由とした転入者が多く、今後もこの傾向が継続するよう、住環境の整備や

空き家の有効活用を図り、様々なライフスタイルに柔軟に対応する必要があります。 

また、本市の観光施設やイベントの魅力向上や積極的なＰＲにより、本市のイメージアップ

と交流人口の拡大を図る必要があります。 

 

（３）若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

本市では、若年女性の人口比率が低く、かつ合計特殊出生率が国・県よりも低い状況である

ことから、子どもの人口減尐が進行しています。 

このため、就業環境整備や市内での出会いの場の創出、また子どもを産み育てやすい環境の

整備などにより、若年層（特に女性）の流出を防止する必要があります。 

 

（４）時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する 

市の財政は、生産年齢人口の減尐による市税の減収、高齢化による扶助費の増大、また公共

施設の維持更新など、今後も厳しくなることが予想されています。一方で、新潟市を中心とし

た広域連携により、公共施設やその他の都市施設の効率的・効果的な相互利用を図り、安全で

快適な暮らしを実現することが求められます。 
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２．人口の将来展望 

 

（１）人口推計の考え方 

本市における将来人口は、社人研推計値で平成 72（2060）年には 25,737人と予想されていま

すが、このような状況が続いた場合、年齢構造の変化による財政の一層の悪化、公共サービス

の質の低下など様々な問題が深刻化するおそれがあります。 

このため、人口ビジョンにおける人口動向分析や人口の将来展望に向けた課題などを踏まえ、

以下の３つの考え方により人口減尐対策に積極的に取り組み、人口の減尐の抑制を図るものと

します。 

 

 

①自然動態の改善（出生率の向上） 

国の長期ビジョンでは合計特殊出生率の目標を平成 42（2030）年に 1.8程度、平成 52（2040）

年に 2.07と仮定しています。 

本市においてもこの値を目標とし、平成 25（2013）年現在の 1.35 から等差的に毎年上昇し、

平成 52（2040）年に 2.07となるよう想定します。 

 

 

②社会動態の改善（人口の社会減の改善） 

ア）女性を中心とした若年層の転出抑制 

市内での結婚の機会の創出、子育て環境や教育環境の充実・改善などにより、若年層、

特に女性の転出超過の抑制を図ります。 

イ）住宅を理由とした転入の促進 

多様なライフスタイルなどの需要に応じた住環境の整備を図り、若い世代の定住を促進

するとともに、Ｕターン・Ｉターンの促進、住宅取得に対する支援などにより、住宅を理

由とした転入者の増加を図ります。 

ウ）産業活性化による転出の抑制・転入の促進 

農業や製造業といった地場産業の振興や新規就労の場の確保により、職業を理由とした

転出を抑制し、就農や起業を支援することにより、転入促進を図ります。 

エ）その他 

連携中枢都市圏に関する協議を進め、周辺都市との道路網や公共交通網等の充実・改善

により、生活の利便性の向上を図ります（居住は五泉市、就労就学や余暇活動は新潟市な

ど）。 

また、市民平均所得の向上など、市内の就業環境の改善・魅力化を図ります。 

 

③交流人口の拡大による地域の活性化 

市内で行われている既存イベントの強化や温泉、自然環境・景観など本市の観光資源の活用、

また近隣市町村との連携により交流人口の増加を図り、地域のにぎわいや活力の創出につなげ

ます。 
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（２）将来人口の見通し 

 

以上のことを踏まえ、市民と一体となって人口減尐問題に取り組むことにより、平成 72（2060）

年の将来人口 35,626人を目指します。 

 

図表-39 人口の将来展望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表-40 社会動態（転出抑制・転入促進）の仮定値 
 

 

H22 

（2010） 

H32 

（2020） 

H42 

（2030） 

H52 

（2040） 

H62 

（2050） 

H72 

（2060） 

総人口 54,550 49,959 45,899 42,174 38,601 35,626 

年少人口 

(0～14歳) 

6,639 5,318 5,342 5,668 5,536 5,098 

12.2% 10.6% 11.6% 13.4% 14.3% 14.3% 

生産年齢人口 

(15～64歳) 

32,480 27,024 23,813 21,105 19,320 18,456 

59.5% 54.1% 51.9% 50.0% 50.1% 51.8% 

老年人口 

(65歳以上) 

15,431 17,617 16,744 15,401 13,745 12,072 

28.3% 35.3% 36.5% 36.5% 35.6% 33.9% 

 

 

自然動態及び社会動態の改善により、 

社人研推計値より約 10,000人増加 

※図表中の数値は、小数点以下を四捨五入しているため、総数と内訳の計が一致しない場合がある 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 総合戦略 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Ⅰ．基本的な考え方 

 

 「五泉市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下、「総合戦略」という。）は、前章の「人口ビ

ジョン」における人口動向分析や人口の将来展望、また、これまで本市が行ってきた人口減尐対

策への取り組みや地域特性を踏まえ、本市としての「まち・ひと・しごと創生」に向けた目標や

施策の基本的方向、具体的な施策、事業及び数値目標をまとめたものです。 

 

総合戦略策定に関する４つの基本目標と５原則 

  総合戦略では、人口の将来展望を踏まえた上で地域の実情に応じながら、国の総合戦略におい

て示された４つの基本目標に沿った方向性を整理し、施策や事業を設定します。また、人口減尐

の克服・地方創生を実現するため、５つの政策原則に基づき施策を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．総合戦略の位置づけ 

 

  総合戦略は、第 1次五泉市総合計画後期基本計画（平成 24（2012）年度～平成 28（2016）年度）

を基に、喫緊の課題とされる人口減尐対策に焦点を当て早急に対応するため、総合計画に資する

施策の重点化を図るものです。 

計画の策定にあたっては、市民をはじめ産学官金労言等の多様な意見を反映するとともに、各

界の具体的な取り組みや、県・近隣市町との広域的な共同・連携を考慮します。 

なお、社会経済情勢や市民ニーズに的確かつ柔軟に対応できるよう、進捗状況の管理体制を明

確にし、必要に応じて改訂することとします。 

 

 

Ⅲ．計画期間 

 

  総合戦略では、人口ビジョンの目標人口を達成するため、平成 27（2015）年度から 31（2019）

年度までの 5年間の目標や施策の方向性、具体的な事業、数値目標を設定します。 

 

■国の総合戦略における４つの基本目標 

①地方における安定した雇用を創出する 

②地方への新しいひとの流れをつくる 

③若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

④時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守ると 

ともに、地域と地域を連携する 

■５つの原則 

 ①自立性 

 ②将来性 

 ③地域性 

 ④直接性 

 ⑤結果重視 
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Ⅳ．将来都市像 

 

 

 

ごせんで育ち、ごせんが育つ。 

～ みんなで創る 四季彩のまち ～ 

 

 

 ◆「ごせんで育ち、ごせんが育つ」 

  従来の取り組みに加え、総合戦略によって一層充実が図られる本市の子育て支援施策により、

「子育てしやすいまち」、「子育てするなら五泉市」をアピールするとともに、総合戦略の取り

組みを進めることに伴う本市の活力や魅力の向上など、もたらされる効果により本市自体が

「成長」し、「進化」するイメージを表現しました。 

 

 ◆「みんなで創る四季彩のまち」 

  『四季彩』を「産業」、「自然」、「人」、「文化（歴史）」と捉えたうえで、市民と行政、事業

者等が共に手を携え、知恵を出し合って、この４つを育み、発展させていくイメージを表して

います。 

また、日々の安らぎや潤いが、豊かな自然に基づく季節ごとの美しい「四季彩」によって生

み出されていることを踏まえて、これを大切に守っていくことを表現しました。 

 

 

Ⅴ．計画の進捗管理と推進体制 

 

  総合戦略は、庁内の策定・推進組織として、平成 27（2015）年６月に副市長を本部長とする「総

合戦略推進本部」及び「策定幹事会」を立ち上げ、策定作業を進めてきました。 

  また、「市民アンケート調査」や子育て世代を対象とする「市民ワークショップ」により、幅広

く市民の意向を取り入れ、産学官金労言の各分野で構成される「市民検討委員会」において協議

を重ね、新規事業の検討と、既存事業の調整を図りました。 

  今後の戦略推進にあたっては、施策体系に基づき設定した数値目標をはじめ、各種事業の進捗・

成果の評価・検証を行い、必要に応じて改訂を行い、ＰＤＣＡ（計画→実行→評価→改善）サイ

クルにより、より良い実践につなげていきます。 

また、総合戦略の効果検証に際しては、戦略策定時に立ち上げた庁内体制により評価するとと

もに、「市民検討委員会」による検証を行い、その妥当性・客観性を担保します。 
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Ⅵ．基本目標 

 

国の総合戦略における４つの基本目標に基づき、本市の実情に合わせた４つの政策分野を設定

するとともに、各施策の効果を客観的に検証できる数値目標と指標を設定します。 

 

基本目標

Ⅰ 
未来世代を守り育てる 

【国の基本目標】若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

 ●若い世代を中心に、五泉市で学び、安心して働き、希望どおり結婚・出産・子育てが

できる環境形成を図ります。 

【数値目標】●出生数  ●将来の夢や目標を持っている生徒の割合（中学校３年生） 

 

基本目標

Ⅱ 
産業の活力を高める 

【国の基本目標】地方における安定した雇用を創出する 

 ●地域産業の振興・活性化により、安定した雇用の創出を図ります。 

【数値目標】●農産特産物販売額 ●製造業全体の出荷額 ●市民一人あたりの所得 

 

基本目標

Ⅲ 
五泉の魅力をつなげる 

【国の基本目標】地方への新しいひとの流れをつくる 

●五泉市の地域特性に磨きをかけ、積極的な交流・移住・定住を図ります。 

●五泉市に住み、働き、豊かな暮らしが実現できる環境形成を図ります。 

【数値目標】●観光客入込数 ●転入者数 

 

基本目標

Ⅳ 
確かな暮らしを充たす 

【国の基本目標】時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する 

●老若男女、多世代での支え合いを通じ、安全・安心・快適で活気に満ちた暮らしの実

現を目指します。 

●健康長寿の意識醸成・環境整備を進めます。 

【数値目標】●自主防災組織率 ●３大死因による死亡率 
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Ⅶ．戦略施策 

 

  総合戦略は、４つの基本目標において講ずべき施策の基本方針と具体的な施策を設定します。 

 

■総合戦略の基本体系 

 

基本目標 基本方針 施策 

Ⅰ 

未来世代を 

守り育てる 

１ 結婚・出産・子育てまでの 

切れ目のない支援 

①出会いの場の創出 

②出産・子育ての負担軽減 

③子育て環境の充実 

２ 教育の充実 ①特色ある教育 

Ⅱ 

産業の活力を 

高める 

１ 五泉ブランドの競争力強化 

①新しい力による農業の振興 

②産学官連携による農業の振興 

③五泉ニットの活力・魅力向上 

２ 産業振興と就業環境の創出 
①多様な就業環境の創出 

②地場産業育成・支援 

Ⅲ 

五泉の魅力を 

つなげる 

１ 地域の特性を活かした 

交流の推進 

①地域資源の活用と観光の推進 

②シティプロモーションの推進 

２ 地域の魅力を活かした 

移住の推進 
①移住・定住の促進 

Ⅳ 

確かな暮らしを 

充たす 

１ 未来へつながる 

安全・安心なまちづくり 

①防災力の強化 

②健康長寿の推進 

③地域医療の充実 

④次世代の地域リーダーの育成 

⑤公共交通の利便性向上 
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目標の方向性 

基本目標Ⅰ 未来世代を守り育てる 

五泉の将来を担う子どもを産み、育て、守りやすい環境をつくる  

 

 

 

若い世代が希望通り結婚し、安心して子どもを産み育てることができるよう、出会いから

結婚、出産、子育てに至る切れ目のない支援を充実するとともに、職場や地域など、社会全

体で子育てを支える環境づくりを進めます。 

 

 

 

◆基本方針１ 結婚・出産・子育てまでの切れ目のない支援 

 

 【数値目標】 

指 標 基準値 目標値 

出生数 
299人 

（H26年） 

1,750人 

（H27～H31年） 

 

 

施策① 出会いの場の創出 

結婚を希望する男女の出会いの場を創出するため、地域や企業、民間業者等と

連携したセミナー、街コンなどの婚活イベント、またスポーツや趣味などをきっ

かけとする出会いを目的とした各種講座を実施します。 

また、広く情報の発信を行い、多くの人から気軽にイベントや講座へ参加して

もらえるよう、メール配信システムの導入などを進め、未婚や晩婚化への対策を

推進します。 

事 業 担当課 

○ごせん出会い応援事業（新規） 

○縁結び支援事業 

こども課 

商工観光課 

生涯学習課 

スポーツ推進課 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

市で実施する出会い創出イベント

のカップル成立者数 

参加者の 10％ 

（H27年度） 

参加者の 20％以上 

（H31年度） 
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基本目標Ⅰ 未来世代を守り育てる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策② 出産・子育ての負担軽減 

誰もが安心して妊娠、出産、子育てができるよう、「讃多産（サンタさん）プロジ

ェクト」として、新たに第３子以降の保育料無料化を実施するとともに、妊産婦や

子どもに対する医療費助成を継続し、子育て世帯への負担軽減に向けた子育て支援

施策の強化を図ります。 

また、出産サポートタクシー制度※の新設や、育児セミナー、親支援講座の実施

といった、出産・子育てに対する不安感や負担感を解消し、楽しく子育てができる

ための支援策をさらに充実させ、子どもたちがすくすくと健やかに育つことができ

るまちづくりを進めます。 

 
※出産サポートタクシー制度 

事前に登録した出産間近の妊婦を優先的に病院へ送り届けるサービス。（タクシー代は自己負担） 

事 業 担当課 

「讃多産（サンタさん）プロジェクト」 

〇第３子以降 保育料無料化事業（新規） 

〇妊産婦医療費助成事業 

〇子ども医療費助成事業 

〇出産サポート事業（新規） 

〇ファミリー子育て応援パスポート事業 

〇不妊治療助成事業 

〇親支援講座事業 

こども課 

学校教育課 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

ファミリー子育て応援パスポート

協賛店舗数 

100店舗 

(H27年度) 

150店舗 

（H31年度） 

不妊治療の助成件数 
138件 

（H22～H26年度） 

200件 

（H27～H31年度） 
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基本目標Ⅰ 未来世代を守り育てる 

 

 

施策③ 子育て環境の充実 

ライフスタイルやニーズの多様化に伴い、働きながら子育てできる環境づくりを

促進するため、出産や子育てに対して積極的な取り組みを行っている企業への支援

を行うとともに、病児保育や学童保育等の充実を図ります。 

また、家庭だけではなく、地域や社会全体で子育てできる環境を整えるため、屋

根付の遊び場や、授乳室の整備、防災用品の備蓄を進めるとともに、ファミリーサ

ポートセンター、子育て支援センター等の運営により、安心してのびのびと子育て

できるまちづくりを目指します。 

事 業 担当課 

「讃多産（サンタさん）プロジェクト」 

〇育メン・育ママ推進事業（新規） 

〇グランドファミリー住まいる事業（新規） 

〇ＧＯＧＯキッズランド屋外整備事業（新規） 

〇授乳室整備事業 

〇子育て支援サイト整備事業 

〇保育園等防災用品備蓄事業 

〇幼稚園防災用品備蓄事業 

〇病児保育運営事業 

〇放課後児童健全育成事業 

〇ファミリーサポートセンター運営事業 

〇子育て支援センター運営事業 

〇一時預かり事業 

企画政策課 

こども課 

商工観光課 

都市整備課 

学校教育課 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

子育て環境に対する満足度 - 
50.0％ 

（H31年度） 

子育て応援助成事業所数 
0事業所 

（H26年度） 

30事業所 

（H28～H31年度） 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

基本目標Ⅰ 未来世代を守り育てる 

 

◆基本方針２ 教育の充実 

 

 【数値目標】 

指 標 基準値 目標値 

将来の夢や目標を持っている 

生徒の割合（中学校３年生） 

73.6％ 

（H26年度） 

90％ 

（H31年度） 

 

 

施策① 特色ある教育 

寺子屋事業や英語教育を通して、子どもたちが未来へ夢や希望を持ち、豊かな人

間性と確かな学力を身に付けることができるよう、教育の充実を図るとともに、将

来、ふるさとに愛着と誇りを持ち、地域社会に貢献できる人材の育成に努めます。 

また、未来世代への継承に向けて、命の大切さを学び、母性・父性を育む教育を

進めます。 

事 業 担当課 

 〇バイリンガル育成事業（新規） 

 〇寺子屋事業 

 〇思春期保健事業 

こども課 

学校教育課 

生涯学習課 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

英語の授業が分かる児童（小学校

5・6年生）・生徒の割合 
- 

70％ 

（H31年度） 

人間関係づくりと基礎学力が向上

したと感じる保護者の割合 

（寺子屋事業） 

87.4％ 

（H26年度） 

91％ 

（H31年度） 

赤ちゃんふれあい体験後「性（母

性・父性）」を大切と感じる中学生

の割合 

74.1％ 

（H26年度） 

90％ 

（H31年度） 
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目標の方向性 

基本目標Ⅱ 産業の活力を高める 

五泉の強みを活かし、産業振興と雇用創出を図る 

 

 

 

豊かな自然と確かな技術力の中で培われてきた五泉の産業を更に強化し、ブランド力の向

上や販路拡大、雇用の創出を図ります。 

 

 

 

◆基本方針１ 五泉ブランドの競争力強化 

 

【数値目標】 

指 標 基準値 目標値 

農産特産物販売額 

（米を除くＪＡ新潟みらいの販売額） 

790,967千円 

（H26年度） 

850,000千円 

（H31年度） 

製造業全体の出荷額 

（従業者 4人以上の事業所） 

95,697,340千円 

（H25年） 

98,000,000 千円 

（H31年） 

 

 

施策① 新しい力による農業の振興 

五泉の主要産業である農業の経営基盤を強化し、振興を図るため、新たな農業の

担い手の育成を行うとともに、「さといも帛
きぬ

乙女
おとめ

」の生産技術向上のための支援を実

施します。 

また、園芸作物の栽培実証に対する支援などを行い、新たな農作物や特産品開発

を進めることにより、五泉ブランドの更なる充実・強化を図ります。 

事 業 担当課 

 〇五泉で農業やってみ隊支援事業（新規） 

 〇総合戦略作物（エゴマ）栽培推進事業（新規） 

 〇さといも栽培省力化推進事業（新規） 

 〇園芸作物推進実証事業 

企画政策課 

農林課 
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基本目標Ⅱ 産業の活力を高める 

 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

新規就農者数 
5.6人/年 

（H24～H26年度平均） 

35人 

（H27～H31年度） 

農業生産法人数 
9法人 

（H26年度） 

22法人 

（H31年度） 

さといも販売額 
368,462千円 

（H26年度） 

400,000千円 

（H31年度） 

新事業の展開に向けて相談中の 

案件 

0件 

（H26年度） 

3件 

（H31年度） 

 

 

施策② 産学官連携による農業の振興 

新潟大学農学部の技術や、同村松農場における取り組みを活かし、農産物の高付加

価値化や新大＆五泉ブランドとしての商品化を行うため、新潟大学や農家、企業と連

携し、研究・開発を進めます。 

事 業 担当課 

 〇新大＆五泉ブランド化事業（新規） 
企画政策課 

農林課 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

新商品開発数 
0件 

（H26年度） 

2件 

（H27～H31年度） 
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基本目標Ⅱ 産業の活力を高める 

 

 

施策③ 五泉ニットの活力・魅力向上 

全国屈指の産地である五泉ニットについて、高い技術力を保持し、高品質な製品を

一貫生産できるという特徴を最大限に活かし、技術の継承や企画力・開発力の強化に

向けた人材育成、また、プロモーションの強化による新たな市場や販路の開拓を進め、

五泉ニットを地域ブランドとして確立することを目指します。 

また、地域ブランド化を進めるとともに、国内だけではなく海外に向けた展開も視

野に入れ、他の産地やブランドとの差別化や、国際競争力の強化に向けた取り組みを

推進します。 

事 業 担当課 

 〇五泉ニット製品開発事業 

 〇五泉ニット地域ブランド化事業（新規） 
商工観光課 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

ニット生産額 
11,548,000千円 

（H26年度） 

12,700,000 千円 

（H31年度） 

ニット製品製造事業所の従業者数 
625人 

（H26年度） 

690人 

（H31年度） 

五泉ブランドプレゼン用の試作品

製作点数 

0点 

（H26年度） 

5点 

（H31年度） 

イタリアでの展示会開催による 

試作品評価回数 

0回 

（H26年度） 

3回 

（H31年度） 

海外企業、団体との仮調印 
0社 

（H26年度） 

1社 

（H31年度） 

ブランド化、観光化成功産地研修

視察箇所数 

0か所 

（H26年度） 

2か所 

（H31年度） 

「五泉ニット地域ブランド化計

画」策定のため、産学官からなる

委員会開催数 

0回 

（H26年度） 

17回 

（H31年度） 
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基本目標Ⅱ 産業の活力を高める 

 

◆基本方針２ 産業振興と就業環境の創出 

 

【数値目標】 

指 標 基準値 目標値 

市民一人あたりの所得 

（納税義務者） 

2,321千円 

（H26年度） 

2,410千円 

（H31年度） 

 

 

施策① 多様な就業環境の創出 

若い世代の五泉での就職を促し、人材の確保やＵ・Ｉターンによる定住促進を図る

ため、若年者の集まる機会を捉えた地元企業のＰＲや、就職活動に対する支援、自立

後の相談など、若年者の就労に向けた支援や取り組みを行います。 

また、五泉での起業に対する支援や、ＣＬＴ※製造工場をはじめとする五泉の資源

や地域性を活かした企業誘致を積極的に行うことにより、雇用の創出や地域経済の活

性化を図ります。 

 
※ＣＬＴ（直交集成板） 

ひき板を繊維方向が直交するように積層接着した重厚なパネルであり、既に欧米を中心に中高層建築
物などに利用されている。日本においても、中高層建築物などへの CLT の活用による新たな木材需要の
創出が期待される。 

事 業 担当課 

 〇20歳のための地元ハローワーク事業（新規） 

 〇若年者職業的自立支援事業 

 〇ごせん起業者応援事業（新規） 

 〇ＣＬＴ製造工場誘致事業（新規） 

 〇企業誘致推進事業 

農林課 

商工観光課 

生涯学習課 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

工場等設置奨励条例指定事業所数 
0.75件／年 

（H23～H26年度平均） 

5件 

（H27～H31年度） 

年間法人設立数 
22件 

（H26年度） 

25件 

（H31年度） 

有効求人倍率（五泉市内） 
0.75 

（H26年度平均） 

1.00 

（H31年度平均） 
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基本目標Ⅱ 産業の活力を高める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策② 地場産業育成・支援 

市内の企業が経営の安定と事業拡大を図り、円滑な資金運用ができるよう金融支援

を行うほか、商工団体や商店街との連携によるイベントの実施、空き店舗を活用した

起業支援を行うことにより、まちなかの賑わい創出や地場産業の育成を促進し、地域

経済の活性化や雇用の創出を図ります。 

また、基幹産業である農業の生産性を高めるため、五泉産米の品質向上に向けた支

援を行うとともに、所得の確保を図るために、需要に応じた水稲の生産が実施される

よう転作作物の生産を確立するほか、森林の育成や林道・作業道の整備を支援し、農

業の活性化、就業の場として農林業の魅力向上を図ります。 

事 業 担当課 

 〇経済活性化推進事業 

 〇商業活性化支援事業 

 〇金融対策事業 

 〇工業活性化支援事業 

 〇まちづくり推進事業 

 〇地力パワーアップ推進事業 

 〇水田農業構造改革対策事業 

 〇林道等整備・維持管理事業 

農林課 

商工観光課 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

商工会議所・商工会新規加入数 
218件 

（H22～H26年度） 

230件 

（H27～H31年度） 

うるち米の一等米比率 
44.6％ 

（H24～H26年度平均） 

80.0％ 

（H31年度） 

利用間伐の面積 
20.5ha／年 

（H26年度） 

60.0ha／年 

（H31年度） 
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目標の方向性 

基本目標Ⅲ 五泉の魅力をつなげる 

多彩な交流・連携を通じて、五泉の魅力を絶えまなく発信していく 

 

 

 

既存の地域資源や人材を最大限に活かし、持続可能な交流の輪を広げ、市外からの吸引力

を高めます。 

また、五泉ブランドの認知度を高めるための広報戦略を展開し、産官が一体となって地域

の経営力を培います。 

 

 

 

◆基本方針１ 地域の特性を活かした交流の推進 

 

【数値目標】 

指 標 基準値 目標値 

観光客入込数 
742,008人 

（H26年度） 

816,000人 

（H31年度） 

 

 

施策① 地域資源の活用と観光の推進 

五泉の豊かな自然、歴史文化、食、温泉など、多彩な地域資源と人材を活かし、

グルメやスポーツなど、年間を通したイベントの実施によって通年的に人の流れを

つくるとともに、五泉応援団との交流や合宿の誘致を進めることにより、継続的な

交流や観光の推進を図ります。 

また、五泉の桜を利用したアロマ商品の開発や、情報発信の拠点となる施設の整

備を進めることにより、五泉ブランド力の強化、魅力の向上を図り、交流人口の拡

大、地域経済の活性化を図ります。 

事 業 担当課 

 〇グルメイベント事業（新規） 

 〇五泉ライド事業（新規） 

 〇The Gosen brand ごせん桜アロマ事業（新規） 

 〇観光振興事業 

 〇合宿誘致促進事業（新規） 

 〇複合施設建設事業 

 〇五泉応援団交流ネットワーク事業 

企画政策課 

農林課 

商工観光課 

都市整備課 

生涯学習課 

スポーツ推進課 
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基本目標Ⅲ 五泉の魅力をつなげる 

 

 

 

 

施策② シティプロモーションの推進 

公式ホームページの改編やＳＮＳの活用により、情報発信力、収集力の強化を図

るとともに、観光ＰＲの推進により効果的なプロモーションを展開することで、五

泉市のイメージアップ、知名度の向上を図り、交流人口の拡大、移住・定住者の増

加を目指します。 

事 業 担当課 

  〇五泉市プロモーション事業（新規） 

  〇観光振興事業（観光ＰＲ事業） 

総務課 

企画政策課 

商工観光課 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

ホームページアクセス件数 
626,000件 

（H26年） 

750,000件 

（H31年度） 

Facebookページ「いいね」数 
600件 

（H26年度末） 

1,300件 

（H31年度末） 

観光案内所来客数 

（電話問合せ含む） 

2,240件 

（H26年度） 

6,000件 

（H31年度） 

 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

イベント来場者数 
286,300人 

（H26年度） 

315,000人 

（H31年度） 

観光客宿泊数 
55,146人 

（H26年） 

61,000人 

（H31年度） 

新商品の開発件数 
0件 

（H26年度） 

2件 

（H31年度） 

桜アロマの食品・化粧品原料と 

しての品質・規格確立数 

0件 

（H26年度） 

食品 1件、化粧品 1件 

（H31年度） 
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基本目標Ⅲ 五泉の魅力をつなげる 

 

◆基本方針２ 地域の魅力を活かした移住の推進 

 

【数値目標】 

指 標 基準値 目標値 

転入者数 
893人 

（H26年度） 

947人 

（H31年度） 

 

 

施策① 移住・定住の促進 

市外からの転入、若い世代の定住を促進するため、住宅取得費用と家賃の一部助

成や、リフォーム代金補助などの住宅支援の充実を図るとともに、Ｕ・Ｉターンに

ついての情報発信や相談対応などのサポート体制の強化、空き家を活用した受入体

制の整備を進めます。 

また、地域おこし協力隊を活用し、五泉市の魅力や住みやすさの情報発信を積極

的に行うなど、Ｕ・Ｉターンを促進するための取り組みを強化し、転出の抑制と移

住・定住者の増加を目指します。 

事業 担当課 

 〇ウェルカムファミリー住まいる事業（新規） 

 〇ファミリー住まいる応援事業 

 〇Ｕターン・Ｉターン等促進事業（新規） 

 〇五泉ふるさと同窓会応援事業（新規） 

 〇空き家対策事業（空き家台帳整備事業） 

 〇空き家対策事業（新規） 

 〇農園（農地）付き田舎暮らし支援事業（新規） 

 〇地域おこし協力隊事業（新規） 

企画政策課 

環境保全課 

農林課 

商工観光課 

都市整備課 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

移住相談件数 
0件 

（H26年度） 

10件 

（H31年度） 

Ｕターン・Ｉターン等促進事業 

適用者数 

0人 

（H27年度） 

40人 

（H28～H31年度） 

ウェルカムファミリー住まいる 

事業適用件数 

0件 

（H27年度） 

20件 

（H31年度） 
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基本目標Ⅲ 五泉の魅力をつなげる 

 

 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

地域おこし協力隊員数 
0人 

（H27年度） 

4人 

（H31年度） 

空き家登録制度における登録件数

のうち、実際に活用に至った空き

家の割合 

0％ 

（H26年度） 

20％ 

（H31年度） 
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目標の方向性 

基本目標Ⅳ 確かな暮らしを充たす 

五泉の地域性を活かし、豊かで充実した住み心地を保つ  

 

 

 

誰もがいきいきと安心して暮らすことのできる五泉市を未来につなげるため、地域コミュ

ニティの強化や地域を担う人材の育成、健康づくりの推進に努めます。 

 

 

 

◆基本方針１ 未来へつながる安全・安心なまちづくり 

 

【数値目標】 

指 標 基準値 目標値 

自主防災組織率 
31.5％ 

（H27.4.1） 

47.0％ 

（H31年度） 

３大死因による死亡率 

（人口 10万人あたり） 

① 悪性新生物 

② 脳血管疾患 

③ 心疾患 

① 359人 

② 180人 

③ 212人 

（H23～H25 年度における平均値）  

① 340人 

② 144人 

③ 175人 

（H31年度） 

 

 

施策① 防災力の強化 

市民一人ひとりの防災意識や地域防災力の向上を図り、災害に強いまちづくりを進

めるため、地域自主防災組織の立ち上げ支援や、各種防災訓練、災害情報の収集・発

信機能の強化を行います。 

特に、地域防災の担い手である消防団員の確保・増員を図るため、消防団員に対す

る支援を行い、地域が一体となった防災・防犯体制の構築を進めます。 
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基本目標Ⅳ 確かな暮らしを充たす 

 

 

事 業 担当課 

 〇マイ消防団パスポート事業（新規） 

 〇防犯等対策事業 

 〇防災関係業務 

 〇水防事業 

 〇除雪事業 

 〇救急救助活動業務 

総務課 

都市整備課 

消防本部 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

普通救命講習会の受講者数 
952人 

（H26年） 

5,000人 

（H27～H31年） 

 

 

施策② 健康長寿の推進 

市民一人ひとりが自主的に健康づくりや体力づくりを行い、生涯にわたりいきいき

と健康に暮らすことができるよう、健康診査やがん検診に継続して取り組むととも

に、生活習慣病を予防するため、食生活の改善や栄養指導にも積極的に取り組みます。 

また、高齢となっても安心して生活することができるよう、地域で支える体制づく

りを進めます。 

事 業 担当課 

 〇ごせんまるごとヘルシーガイドブック事業（新規） 

 〇特定健康診査等事業 

 〇がん予防事業 

 〇在宅介護支援センター事業 

 〇家族支援事業 

 〇健康増進・体力づくり事業 

市民課 

健康福祉課 

高齢福祉課 

スポーツ推進課 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

特定健康診査受診率 
39.6％ 

（H26年度） 

50.0％ 

（H31年度） 
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基本目標Ⅳ 確かな暮らしを充たす 

 

 

施策③ 地域医療の充実 

誰もがいつでも身近なところで安心して医療を受けることができるよう、地域医

療・救急医療体制の確保・充実を図ります。 

事 業 担当課 

 〇救急医療対策事業 健康福祉課 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

市内医療機関への救急患者 

搬送率 

53.6％ 

（H26年） 

58.0％ 

（H31年） 

 

 

施策④ 次世代の地域リーダーの育成 

民・官による人的交流や、小・中・高校生、大学生などの多世代による学習活動

や交流活動を通じて、未来のまちづくりを担う次世代の地域リーダーの育成を行う

とともに、地域づくりや地域の活性化、交流拡大を図ります。 

事 業 担当課 

 〇手綱（リーダーシップ）と絆（交流）事業（新規） 

 〇元気出せごせん 若者ワークショップ事業（新規） 

総務課 

企画政策課 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

各事業参加人数 
0人 

（H27年度） 

100人 

（H28～H31年度） 
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基本目標Ⅳ 確かな暮らしを充たす 

 

 

施策⑤ 公共交通の利便性向上 

「ふれあいバス」、乗合タクシー「さくら号」への運行支援、また民営バス事業者

が運行する生活路線バスへの支援を行うとともに、公共交通の利用促進に取り組み、

市内公共交通の維持・確保及び利便性の向上を図ります。 

事 業 担当課 

 〇生活路線バス支援事業 

 〇地域公共交通活性化・再生総合事業 
企画政策課 

重要業績評価指標（KPI） 基準値 目標値 

公共交通の利用者数 
242,762人 

（H26年度） 

284,000人 

（H31年度） 
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